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開 催 日 時 令和８年３月１８日（水） 午後２時から 

会 場 墨田区役所１２階 １２１会議室 

議 題 １ 会長及び同職務代理者の選任について 

 ２ 墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）について（諮問事項） 

 （資料１）墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）概要 

 （資料２）特別区国民健康保険基準保険料率等の算定数値 

 （参考資料１）国民健康保険制度について 

 （参考資料２）モデルケース（収入別・世帯構成別）による試算 

 （参考資料３）令和８年度確定係数に基づく標準保険料率 

報 告 事 項 １ 令和６年度墨田区国民健康保険特別会計事業実績について 

 ２ 令和８年度墨田区国民健康保険特別会計歳入歳出予算（案）について 

 ３ 墨田区国民健康保険の現状～第３期データヘルス計画の進捗状況～ 

 （資料３）令和６年度墨田区国民健康保険特別会計事業実績 

 （資料４）令和８年度墨田区国民健康保険特別会計歳入歳出予算（案） 

 （資料５）墨田区国民健康保険の現状～第３期データヘルス計画の進捗状況～ 
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資料１ 

墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）概要 

 

１ 子ども・子育て支援納付金の新設等 

子ども・子育て支援金制度の創設により、子ども・子育て支援法で規定する施策を実

施するための財源の一部として、同法の規定により医療保険の保険者が国（国民健康保

険では都道府県を通じて国）へ子ども・子育て支援納付金を納付することとされた。 

当該納付金の納付に要する費用に充てるため、国民健康保険の被保険者から保険料を

徴収する必要があることから、子ども・子育て支援納付金に係る賦課総額、賦課額、保

険料率（所得割、被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割）、賦課限度額等につ

いて規定する。 

 

２ 特別区国民健康保険の基準保険料率等の改定等 

⑴ 保険料率及び賦課限度額 

区 分 現   行 改 正 案 増 減 

基
礎
分
（
医
療
分
） 

所 得 割 ７．７１％ ７．５１％ △０．２０ｐｔ 

均 等 割 
(被保険者１人につき) 

４７，３００円 ４７，６００円 ３００円 

賦 課 割 合 

（所得割：均等割） 
５６：４４ 現行どおり ― 

賦 課 限 度 額 ６６０，０００円 ６７０，０００円 １０，０００円 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分 

所 得 割 ２．６９％ ２．８０％ ０．１１ｐｔ 

均 等 割 
(被保険者１人につき) 

１６，８００円 １７，６００円 ８００円 

賦 課 割 合 

（所得割：均等割） 
５６：４４ 現行どおり ― 

賦 課 限 度 額 ２６０，０００円 現行どおり ― 

介 

護 

納 

付 

金 

分 

所 得 割 ２．２５％ ２．４３％ ０．１８ｐｔ 

均 等 割 
(被保険者１人につき) 

１６，６００円 １７，８００円 １，２００円 

賦 課 割 合 

（所得割：均等割） 
５６：４４ 現行どおり ― 

賦 課 限 度 額 １７０，０００円 現行どおり ― 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
分 

所 得 割 ― ０．２７％ ― 

均 等 割 

(被保険者１人につき) 
― １，８００円 ― 

１８歳以上均等割 

（１８歳以上被保険者１人につき） 
― ７３円 ― 

賦 課 割 合 

（所得割：均等割） 
― ５５：４５ ― 

賦 課 限 度 額 ― ３０，０００円 ― 
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⑵ 低所得者に係る均等割額の減額 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※世帯に給与所得者等が２人以上いる場合は、各区分の基準額に１０万円×（給与所得者等の数－１）を加算する。 

 

⑶ 未就学児に係る均等割額の減額 

区 分 
現   行 改 正 案 

増 減 未 就 学 児 １ 人 に つ き 

減 額 す る 額 

未 就 学 児 １ 人 に つ き 

減 額 す る 額 

７割減額 

世 帯 

基 礎 ７，０９５円 基 礎 ７，１４０円 ４５円 

後 期 ２，５２０円 後 期 ２，６４０円 １２０円 

子 ど も ― 子 ど も ２７０円 ― 

５割減額 

世 帯 

基 礎 １１，８２５円 基 礎 １１，９００円 ７５円 

後 期 ４，２００円 後 期 ４，４００円 ２００円 

子 ど も ― 子 ど も ４５０円 ― 

２割減額 

世 帯 

基 礎 １８，９２０円 基 礎 １９，０４０円 １２０円 

後 期 ６，７２０円 後 期 ７，０４０円 ３２０円 

子 ど も ― 子 ど も ７２０円 ― 

その他の 

世 帯 

基 礎 ２３，６５０円 基 礎 ２３，８００円 １５０円 

後 期 ８，４００円 後 期 ８，８００円 ４００円 

子 ど も ― 子 ど も ９００円 ― 

基 礎 ３３，１１０円 基 礎 ３３，３２０円 ２１０円

後 期 １１，７６０円 後 期 １２，３２０円 ５６０円

介 護 １１，６２０円 介 護 １２，４６０円 ８４０円

子 ど も － 子 ど も １，２６０円 －

子 ど も
（１８歳以上）

－ 子 ど も
（１８歳以上）

５２円 －

基 礎 ２３，６５０円 基 礎 ２３，８００円 １５０円

後 期 ８，４００円 後 期 ８，８００円 ４００円

介 護 ８，３００円 介 護 ８，９００円 ６００円

子 ど も － 子 ど も ９００円 －

子 ど も
（１８歳以上）

－ 子 ど も
（１８歳以上）

３７円 －

基 礎 ９，４６０円 基 礎 ９，５２０円 ６０円

後 期 ３，３６０円 後 期 ３，５２０円 １６０円

介 護 ３，３２０円 介 護 ３，５６０円 ２４０円

子 ど も － 子 ど も ３６０円 －

子 ど も
（１８歳以上）

－ 子 ど も
（１８歳以上）

１５円 －

被 保 険 者 １ 人 に つ き
判定所得基準判定所得基準

増　減

減 額 す る 額減 額 す る 額

２
割
減
額
世
帯

５
割
減
額
世
帯

７
割
減
額
世
帯

区
分

改　正　案現　　　行

所得が４３万
円＋５６万円
×被保険者等
の数を超えな
い世帯
（※）

所得が４３万
円＋３０万５
千円×被保険
者等の数を超
えない世帯
（※）

所得が４３万
円を超えない
世帯
（※）

所得が４３万
円＋５７万円
×被保険者等
の数を超えな
い世帯
（※）

所得が４３万
円＋３１万円
×被保険者等
の数を超えな
い世帯
（※）

現行どおり

被 保 険 者 １ 人 に つ き



 

- 3 - 

３ 施行期日等 

  令和８年４月１日から施行し、令和８年度分の保険料から適用する。 



　　　　　　　（基礎分 2,005億円 2,079億円 △74億円 )

　　　　　　　（支援金分 746億円 733億円 13億円 )

基礎分　100.0%
後期分　100.0%

基礎分　99.0%
後期分　99.0%

　　　　　　　（基礎分 1,884億円 1,914億円 △30億円 )

　　　　　　　（支援金分 700億円 680億円 20億円 )

　　　　　　　（基礎分 7.51% 7.71% △ 0.20pt )

　　　　　　　（支援金分 2.80% 2.69% 0.11pt )

　　　　　　　（基礎分 47,600円 47,300円 300円 )

　　　　　　　（支援金分 17,600円 16,800円 800円 )

　　　　　　　（基礎分 670,000円 660,000円 10,000円 )

　　　　　　　（支援金分 260,000円 260,000円 0円 )

100.0% 99.0%

                                                                       ‐ 3 ‐

特別区国民健康保険基準保険料率等の算定数値

１　基礎分・後期高齢者支援金等分

区　　分
令和８年度 令和７年度 差引増減

A B A　-　B　=　C

激変緩和割合
特別区独自の激変緩和
措置は令和８年度保険料
算定で終了

賦課総額 2,584億円 2,594億円 △10億円

納付金必要額 2,751億円 2,812億円 △61億円

被保険者数 1,662千人 1,699千人 △37千人

賦課限度額 930,000円 920,000円 10,000円

△ 0.09pt

均等割額 65,200円 64,100円 1,100円

保
険
料
率

所得割率 10.31% 10.40%

区　　分
令和８年度 令和７年度 差引増減

A B A　-　B　=　C

１人当たり保険料 155,447円 152,673円 2,774円

２　介護納付金分

激変緩和割合 －

賦課総額 259億円 246億円 13億円

納付金必要額 274億円 263億円 11億円

介護第２号被保険者数 609千人 621千人 △12千人

１人当たり保険料 42,609円 39,565円 3,044円

1,200円

賦課限度額 170,000円 170,000円 0円

保
険
料
率

所得割率 2.43% 2.25% 0.18pt

均等割額 17,800円 16,600円

‐ 1 ‐

資料２



100.0%

                                                                       ‐ 3 ‐

‐ 2 ‐

３　子ども・子育て支援納付金分

均等割額 1,800円

（再掲）18歳以上被保険者数 1,553千人 －

－

－－

区　　分
令和８年度 令和７年度

－ －

－

－

－

－

差引増減

A B A　-　B　=　C

納付金必要額 70億円

被保険者数 1,662千人

－

－

－

73円

激変緩和割合 －

賦課総額 70億円 －

－

－

－

－

－

１人当たり保険料 4,227円

（再掲）18歳未満被保険者数 109千人

賦課限度額 30,000円

－

－

保
険
料
率

所得割率 0.27%

均等割額（18歳以上）



国民健康保険制度について

1

参考資料１



日本の医療保険制度

●日本は国民皆保険制度を通じて、高い平均寿命と保健医療水準を実現している。その特徴と
して、「国民全員を公的医療保険で保障」、「医療機関の自由選択（フリーアクセス）」、
「安価な医療費で高度な医療」、「皆保険維持のための公費投入」などが挙げられる。

●国民健康保険（国保）制度は、地域の医療保険として、加入者（被保険者）が、けがや病気
になったときに、必要な保険給付を行うことにより、国民の健康の保持増進を図ることを目的
としている。

●保険給付を行う主体を「保険者」といい、区市町村国保のほかに、会社員等が加入する社会
保険や、７５歳以上が加入する後期高齢者医療制度などがある。

（出典）厚生労働省資料（令和７年度予算ベース）

75歳

協会けんぽ
中小企業の

サラリーマン

（約3,920万人）

約７兆円

健康保険組合
主に大企業の
サラリーマン

(約2,740万人)

共済組合
国家公務員
地方公務員

(約950万人)

後期高齢者医療制度（約2,070万人） 約19兆円

※ 他の医療保険に加入していない人が国保に加入することになる。

合わせて約６兆円

国民健康保険
自営業者、年金生活者、
非正規雇用の被用者等

（約2,560万人）

約９兆円

日本の医療制度の体系

2



国民健康保険の課題①

56,330 
54,567 

53,134 
51,935 

50,565 
48,893 

33.3 33.7 34.2

32.2
31.0

29.4

30,000

34,000

38,000

42,000

46,000

50,000

54,000

58,000

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

20.0

30.0

40.0

被保険者数と65歳以上被保険者の割合

被保険者数（人） 65歳以上の被保険者の割合

（人） （％）

3,760 

2,547 

2,024 

1,988 

2,000 

1,718 

1,558 

1,395 

1,465 

1,741 

1,682 

815 

478 

393 

331 

70歳～74歳

65歳～69歳

60歳～64歳

55歳～59歳

50歳～54歳

45歳～49歳

40歳～44歳

35歳～39歳

30歳～34歳

25歳～29歳

20歳～24歳

15歳～19歳

10歳～14歳

5歳～9歳

0歳～4歳

男性

4,740 

3,110 

2,202 

1,801 

1,809 

1,485 

1,304 

1,328 

1,391 

1,759 

1,592 

676 

420 

389 

297 

女性

被保険者の年齢階層別構成
（令和７年１月１日現在）

（人）

課題：被保険者数の減少・高齢化の進展

（出典）墨田区「国民健康保険事業概要」 3

●国民健康保険の被保険者数は年々減少しており、年齢階層別でみると、男女ともに65歳以上の被保
険者数が多くなっている。



国民健康保険の課題②

（出典）墨田区「国民健康保険事業概要」、東京都「国民健康保険事業状況」、厚生労働省「国民健康保険（市町村国保）の財政状況」

345,567

333,601

371,893
375,806

381,809 381,669

300,000

320,000

340,000

360,000

380,000

400,000

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

被保険者一人当たり保険給付費の推移

92.92

93.69
94.24 94.14 94.20 

88.92

90.26

91.43 91.31 91.52

87.48

88.19

90.32

89.18
89.36

84

86

88

90

92

94

96

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

保険料収納率（現年分）の推移

全国平均 東京都平均 墨田区

（円） （％）

4

課題：医療費水準が高い・収納率が低い

●被保険者一人当たり保険給付費は、令和２年度から令和５年度にかけて増加しており、令和６年度
は前年度とほぼ同じ水準となっている。
●本区の収納率は、全国平均及び東京都平均よりも低くなっている。



国民健康保険の仕組み

保
険
給
付
に
必
要
な
費

用
を
全
額
交
付

国
民
健
康
保
険
事
業
費

納
付
金
の
支
払
い

収入

支出

収入

支出

医療機関
（病院や薬局）

国保連合会

窓
口
で
一
部
負
担
金

を
支
払
う

診
療
す
る

国保連合会を
通じて保険給
付費を支払う

医療費を
請求する

保険者
※都道府県が財政運営の

責任主体（H30～）
保険料を
納める

給付する

被保険者から納付
された保険料を財
源に納付金を都へ
納付

都内区市町村から
の納付金（医療
分）及び公費を財
源として、保険給
付に必要な費用を
全額、区市町村へ
交付（普通交付
金）

・
・
・

国
・
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金

都内区市町村か
ら集めた納付金
（後期支援金分
等）の納付

交付金等の交付

被保険者

墨
田
区

東
京
都

Ａ
区

Ｂ
区

5

●平成30年度以降、東京都が財政運営の責任主体となり、区市町村ごとの納付金の額を決定し、区市
町村は東京都から示された納付金を東京都へ納付している。
●東京都へ納付された納付金や公費を財源として、保険給付に必要な費用を全額、都が区市町村へ交
付している。

※納付金・・・国民健康保険事業費納付金



納付金と保険料率の算定方法

▼納付金の算定

都全体の保険給付費等

都全体の納付金必要額 公費等 前期高齢者交付金

医療費水準、所得水準、被保険者数に
応じて区市町村ごとの納付金基礎額を算定

墨田区の納付金基礎額 Ａ区の納付金基礎額 Ｂ市 ・・・・・・

※ 上記の納付金基礎額に、区市町村ごとの個別事情に応じた調整を行い、最終的な納付金額が算定される。

歳
入

歳
出

-５-

▼特別区基準保険料率の算定

保健事業、出産、
葬祭等費用

納付金賦課総額の組入率を段階的に引き上げる特別区
独自の激変緩和措置は、令和８年度の保険料算定で終
了（納付金総額の100％を組入れ）するが、独自の負
担抑制策（R8算定：151億円投入）は引き続き実施

収納見込の
公費

特別区の保険料
賦課総額

特別区の
保 険 料
賦課総額

所得割
総額

均等割
総額

特別区の
被保険者総所得金額

特別区の
被保険者数

所得割率

均等割額

＋ －

＝

＝

＝

÷

÷

４２
（※）

※ 賦課割合は50：50をベースに、
全国平均と比較した所得水準によっ
て変動する。

特別区の所得水準を反映した令
和８年度の賦課割合は、58：42
（子ども・子育て支援納付金分のみ
57：43 ）である。

５８

：

特別区の納付金
総額の100％

6



国保
（区市町村）

子ども・子育て支援金制度について

-５-

●将来を担うこどもたちや子育て世帯を社会全体で支えるための仕組みである。
●子ども・子育て支援金は、「こども未来戦略」（令和５年１２月閣議決定）に盛り込まれた「こど
も・子育て支援加速化プラン」を実行するための財源の一部であり、医療保険の保険者が医療分など
の保険料と合わせて徴収し、支援納付金として国へ納付する（令和８年度から実施）。

10

250円 300円 400円

▼国の試算

国民健康保険加入者一人当たり
の支援金額（平均月額）は、次
のように見込まれています。

子ども・子育て支援金

保険料として
納付

子ども・子育て支援
納付金として国へ納付

社会保険などの
保険者

児童手当の抜本的拡充 育休給付の手取り10割相当への拡充

妊娠・出産時からの支援強化 時短勤務時の新たな給付の創設

こども誰でも通園制度の創設 国民年金第１号被保険者の育児中保険料免除

こども・子育て支援加速化プラン

国民健康保険、後期高齢者医療
制度は被保険者のみ負担

被保険者・事業者
7



医療保険者間における子ども・子育て支援納付金の按分イメージ

（出典）子ども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について 」（令和７年３月）から抜粋 8



子ども・子育て支援納付金の賦課について

基礎分（医療分）
後期高齢者
支援金分

子ども・子育て
支援納付金分

介護納付金分

介護保険第２号被保険者（40歳～64歳）以外の被保険者の保険料

介護保険第２号被保険者（40歳～64歳）の保険料

●令和８年度以降の賦課内容

▼18歳未満被保険者 ▼18歳以上被保険者

所得割

被保険者均等割

18歳以上被保険者
均等割

被保険者均等割

所得割18歳未満被保険者に係る被保険
者均等割総額を18歳以上被保険
者全体で負担
（子どもがいる世帯の拠出額が
増えない仕組み）

※子ども・子育て支援納付金分は、
18歳に達する日の属する年度まで
均等割額の全額を軽減

【子ども・子育て支援納付金分について】

9

●令和８年度賦課分から、新たに「子ども・子育て支援納付金分」が追加となる。
●「子ども・子育て支援納付金分」は、子どもがいる世帯の拠出額を増やさないために、18歳未満の被
保険者に係る均等割額全額を軽減し、その軽減分を18歳以上被保険者全体で分かち合う賦課方法である。



※年金収入153万円及び給与収入108万円は、均等割のみ世帯の収入上限である。 

①年金受給者（65歳以上）1人世帯　〔世帯主（65歳）のみ〕

年　　　　　　　収 100万円 ※153万円 200万円 300万円 400万円 500万円 700万円

７年度保険料〔a〕 19,230 19,230 100,160 216,980 302,779 390,139 566,939

8 保険料〔b〕 19,560 19,560 100,617 216,757 301,814 388,418 563,688

年 ７年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 330 330 457 -223 -965 -1,721 -3,251

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 1.02 1.02 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99

②年金受給者（65歳以上）2人世帯　〔世帯主（65歳）＋配偶者（65歳）〕

年　　　　　　　収 100万円 ※153万円 200万円 300万円 400万円 500万円 700万円

７年度保険料〔a〕 38,460 38,460 112,980 281,080 366,879 454,239 631,039

8 保険料〔b〕 39,120 39,120 113,657 281,957 367,014 453,618 628,888

年 ７年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 660 660 677 877 135 -621 -2,151

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 1.02 1.02 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00

③給与所得者（65歳未満）1人世帯　〔世帯主（35歳）のみ〕

年　　　　　　　収 ※108万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円

７年度保険料〔a〕 － 156,660 229,460 306,420 389,620 472,820 560,180

8 保険料〔b〕 19,560 156,959 229,129 305,423 387,903 470,383 556,987

年 ７年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 － 299 -331 -997 -1,717 -2,437 -3,193

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 － 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99

④給与所得者（65歳未満）2人世帯　〔世帯主（35歳）＋配偶者（35歳）〕

年　　　　　　　収 ※108万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円

７年度保険料〔a〕 － 195,120 293,560 370,520 453,720 536,920 624,280

8 保険料〔b〕 39,120 196,079 294,329 370,623 453,103 535,583 622,187

年 ７年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 － 959 769 103 -617 -1,337 -2,093

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 － 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

⑤給与所得者（65歳未満）3人世帯　〔世帯主（35歳）＋配偶者（35歳）＋子（未就学児）1人〕

年　　　　　　　収 ※108万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円

７年度保険料〔a〕 － 172,685 293,560 402,570 485,770 568,970 656,330

8 保険料〔b〕 48,900 173,259 294,329 403,223 485,703 568,183 654,787

年 ７年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 － 574 769 653 -67 -787 -1,543

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 － 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

モデルケース（収入別・世帯構成別）による試算

（基礎分＋後期高齢者支援金等分）

- 1 -

参考資料２



※給与収入108万円は、均等割のみ世帯の収入上限である。

①給与所得者（65歳未満）1人世帯　〔世帯主（40歳）のみ〕

年　　　　　　　収 ※108万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円

7年度保険料〔a〕 － 36,625 52,375 69,025 87,025 105,025 123,925

8 保険料〔b〕 5,340 39,427 56,437 74,419 93,859 113,299 133,711

年 7年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 － 2,802 4,062 5,394 6,834 8,274 9,786

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 － 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08

②給与所得者（65歳未満）2人世帯　〔世帯主（40歳）＋配偶者（40歳）〕

年　　　　　　　収 ※108万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円

7年度保険料〔a〕 － 46,585 68,975 85,625 103,625 121,625 140,525

8 保険料〔b〕 10,680 50,107 74,237 92,219 111,659 131,099 151,511

年 7年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 － 3,522 5,262 6,594 8,034 9,474 10,986

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 － 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08

③給与所得者（65歳未満）3人世帯　〔世帯主（40歳）＋配偶者（40歳）＋子（未就学児）1人〕

年　　　　　　　収 ※108万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円

7年度保険料〔a〕 － 36,625 62,335 85,625 103,625 121,625 140,525

8 保険料〔b〕 10,680 39,427 67,117 92,219 111,659 131,099 151,511

年 7年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 － 2,802 4,782 6,594 8,034 9,474 10,986

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 － 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08

④給与所得者（65歳未満）4人世帯　〔世帯主（40歳）＋配偶者（40歳）＋子（未就学児）2人〕

年　　　　　　　収 ※108万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円

7年度保険料〔a〕 － 36,625 62,335 85,625 103,625 121,625 140,525

8 保険料〔b〕 10,680 39,427 67,117 92,219 111,659 131,099 151,511

年 7年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 － 2,802 4,782 6,594 8,034 9,474 10,986

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 － 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08

- 2 -

モデルケース（収入別・世帯構成別）による試算

（介護納付金分）



※年金収入153万円及び給与収入108万円は、均等割のみ世帯の収入上限である。 

①年金受給者（65歳以上）1人世帯　〔世帯主（65歳）のみ〕

年　　　　　　　収 100万円 ※153万円 200万円 300万円 400万円 500万円 700万円

７年度保険料〔a〕 － － － － － － －

8 保険料〔b〕 561 561 2,767 5,842 8,069 10,337 14,927

年 ７年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 － － － － － － －

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 － － － － － － －

②年金受給者（65歳以上）2人世帯　〔世帯主（65歳）＋配偶者（65歳）〕

年　　　　　　　収 100万円 ※153万円 200万円 300万円 400万円 500万円 700万円

７年度保険料〔a〕 － － － － － － －

8 保険料〔b〕 1,122 1,122 3,141 7,715 9,942 12,210 16,800

年 ７年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 － － － － － － －

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 － － － － － － －

③給与所得者（65歳未満）1人世帯　〔世帯主（35歳）のみ〕

年　　　　　　　収 ※108万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円

７年度保険料〔a〕 － － － － － － －

8 保険料〔b〕 561 4,276 6,166 8,164 10,324 12,484 14,752

年 ７年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 － － － － － － －

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 － － － － － － －

④給与所得者（65歳未満）2人世帯　〔世帯主（35歳）＋配偶者（35歳）〕

年　　　　　　　収 ※108万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円

７年度保険料〔a〕 － － － － － － －

8 保険料〔b〕 1,122 5,399 8,039 10,037 12,197 14,357 16,625

年 ７年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 － － － － － － －

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 － － － － － － －

⑤給与所得者（65歳未満）3人世帯　〔世帯主（35歳）＋配偶者（35歳）＋子（未就学児）1人〕

年　　　　　　　収 ※108万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円

７年度保険料〔a〕 － － － － － － －

8 保険料〔b〕 1,122 4,275 7,289 10,037 12,197 14,357 16,625

年 ７年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 － － － － － － －

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 － － － － － － －

モデルケース（収入別・世帯構成別）による試算

（子ども・子育て支援納付金分）

- 3 -



※年金収入153万円及び給与収入108万円は、均等割のみ世帯の収入上限である。 

①年金受給者（65歳以上）1人世帯　〔世帯主（65歳）のみ〕

年　　　　　　　収 100万円 ※153万円 200万円 300万円 400万円 500万円 700万円

７年度保険料〔a〕 19,230 19,230 100,160 216,980 302,779 390,139 566,939

8 保険料〔b〕 20,121 20,121 103,384 222,599 309,883 398,755 578,615

年 ７年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 891 891 3,224 5,619 7,104 8,616 11,676

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 1.05 1.05 1.03 1.03 1.02 1.02 1.02

②年金受給者（65歳以上）2人世帯　〔世帯主（65歳）＋配偶者（65歳）〕

年　　　　　　　収 100万円 ※153万円 200万円 300万円 400万円 500万円 700万円

７年度保険料〔a〕 38,460 38,460 112,980 281,080 366,879 454,239 631,039

8 保険料〔b〕 40,242 40,242 116,798 289,672 376,956 465,828 645,688

年 ７年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 1,782 1,782 3,818 8,592 10,077 11,589 14,649

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 1.05 1.05 1.03 1.03 1.03 1.03 1.02

③給与所得者（65歳未満）1人世帯　〔世帯主（35歳）のみ〕

年　　　　　　　収 ※108万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円

７年度保険料〔a〕 － 156,660 229,460 306,420 389,620 472,820 560,180

8 保険料〔b〕 20,121 161,235 235,295 313,587 398,227 482,867 571,739

年 ７年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 － 4,575 5,835 7,167 8,607 10,047 11,559

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 － 1.03 1.03 1.02 1.02 1.02 1.02

④給与所得者（65歳未満）2人世帯　〔世帯主（35歳）＋配偶者（35歳）〕

年　　　　　　　収 ※108万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円

７年度保険料〔a〕 － 195,120 293,560 370,520 453,720 536,920 624,280

8 保険料〔b〕 40,242 201,478 302,368 380,660 465,300 549,940 638,812

年 ７年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 － 6,358 8,808 10,140 11,580 13,020 14,532

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 － 1.03 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02

⑤給与所得者（65未満）3人世帯　〔世帯主（35歳）＋配偶者（35歳）＋子（未就学児）1人〕

年　　　　　　　収 ※108万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円

７年度保険料〔a〕 － 172,685 293,560 402,570 485,770 568,970 656,330

8 保険料〔b〕 50,022 177,534 301,618 413,260 497,900 582,540 671,412

年 ７年度保険料との比較〔b〕-〔a〕 － 4,849 8,058 10,690 12,130 13,570 15,082

度 対前年度比〔b〕/〔a〕 － 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02 1.02

モデルケース（収入別・世帯構成別）による試算

（基礎分＋後期高齢者支援金等分＋子ども・子育て支援納付金分）

- 4 -



YOKOSAWA-MAYUMI
フリーテキスト
　参考資料３　

YOKOSAWA-MAYUMI
四角


YOKOSAWA-MAYUMI
四角




１　国保加入状況 ４　歳入歳出予算決算状況

一般 48,893 人 100.0 ％ -1,672 人 国民健康保険料

退職者等 0 人 0.0 ％ 0 人 一部負担金

合計 48,893 人 100.0 ％ -1,672 人 使用料及び手数料

墨田区総人口 287,196 人 (国保 17.0 ％） 3,123 人 国庫支出金

都支出金

繰入金

２　保険料収納実績 繰越金

区分 諸収入

現年分 7,124,332 千円 6,323,621 千円 88.76 ％ 計

（１人当たり） 145,801 円 129,336 円 ------ 総務費

滞納繰越分 1,494,975 千円 556,168 千円 37.20 ％ 保険給付費

合計 8,619,307 千円 6,879,789 千円 79.82 ％ 国民健康保険事業費納付金

財政安定化基金拠出金

保健事業費

３　医療費・保険給付費実績 諸支出金

区分 予備費(充当額）

総額 18,730,037 千円 15,798,602 千円 計

１人当たり 381,669 円 321,934 円 ―

184,880 (15,120) ―

28,833,871 26,744,524 547,001

差引 0 787,455

235

768,457 747,910 15,297

0

768,454 768,454 15,717

21,222 47,127 964

0 01

9,239,740 188,979

28,833,871 27,531,979 563,107

628,244 547,467 11,197

17,781,806 16,390,067 335,223

3,414,776 3,395,285 69,443

調定額

232,304 200,995 4,111

区分 対前年度増減
年度平均 構成比％

区分
予算現額 決算額

　総  額　（千円） １人当たり（円）

医療費 保険給付費

人数

令和６年度墨田区国民健康保険特別会計事業実績

（千円）

収納額 収納率

9,330,250

歳

入

4

歳

出

0

105 108 2

1 11,474

17,689,735 16,008,412 327,417

6,847,503 6,919,464 141,523

資
料
３



（単位：千円）

予算額 構成比（％） 予算額 構成比（％） 増減額 増減率（％）

1 国 民 健 康 保 険 料 6,630,865 24.9 6,638,057 24.7 △7,192 △0.1

2 一 部 負 担 金 2 0.0 2 0.0 0 0.0

3 使 用 料 及 び 手 数 料 105 0.0 105 0.0 0 0.0

4 国 庫 支 出 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

5 都 支 出 金 17,100,127 64.3 17,190,367 63.8 △90,240 △0.5

6 繰 入 金 2,793,980 10.5 3,017,248 11.2 △223,268 △7.4

7 繰 越 金 66,403 0.2 60,203 0.2 6,200 10.3

8 諸 収 入 23,517 0.1 23,017 0.1 500 2.2

26,615,000 100.0 26,929,000 100.0 △314,000 △1.2

（単位：千円）

予算額 構成比（％） 予算額 構成比（％） 増減額 増減率（％）

1 総 務 費 617,365 2.3 603,753 2.2 13,612 2.3

2 保 険 給 付 費 17,007,003 63.9 17,131,878 63.6 △124,875 △0.7

3 国民健康保険事業費納付金 8,540,000 32.1 8,700,000 32.3 △160,000 △1.8

4 財政安定化基金拠出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

5 保 健 事 業 費 234,225 0.9 233,162 0.9 1,063 0.5

6 諸 支 出 金 66,406 0.2 60,206 0.3 6,200 10.3

7 予 備 費 150,000 0.6 200,000 0.7 △50,000 △25.0

26,615,000 100.0 26,929,000 100.0 △314,000 △1.2

（出典）令和８年度予算概要

資
料
４

合　　　計

(歳出）

科　　　目
令和８年度 令和７年度 比較増減

令和８年度墨田区国民健康保険特別会計歳入歳出予算（案）

(歳入）

科　　　目
令和８年度 令和７年度 比較増減

合　　　計



墨田区国民健康保険の現状

～第３期データヘルス計画の進捗状況～

資料５

1



墨田区国保の医療費の現状
（令和６年度実績）

2



出典：KDBシステム「地域の全体像の把握」（R6年度累計）、「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」（R4年度～R6年度累計）

KDBデータでみる墨田区の状況
・本区の人口に占める65歳以上の高齢者の割合は、東京都及び全国よりも低くなっている。

・本区の被保険者数及び被保険者に占める65歳以上の高齢者の割合は、いずれも減少傾向となっている。

3

墨田区 東京都 全国

人 口
（ R 2 国 勢 調 査 ）

人 数 271,766人 13,618,855人 123,214,261人

構成（割合）

0歳～ 3 9歳 43.5％ 42.0％ 37.6%

40歳～64歳 34.3％ 35.2％ 33.7%

65歳～74歳 10.5％ 10.7％ 13.9%

7 5 歳 以 上 11.6％ 12.1％ 14.8％

被 保 険 者 人 数 48,999人 2,533,082人 22,548,806人

構成（割合）

0歳～ 3 9歳 34.6％ 33.5％ 24.9％

40歳～64歳 37.0％ 36.3％ 33.2％

65歳～74歳 28.4％ 30.2％ 41.8％

7 5 歳 以 上 0.0％ 0.0％ 0.0％

52,378
51,261

48,999

31.2

29.8

28.4

20

25

30

35

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

令和４年度 令和５年度 令和６年度

【本区国保被保険者数と高齢化率の推移】

被保険者数

高齢化率（65歳以上被保険者の割合）

（人） （％）



東京都の疾病大分類上位５疾病の状況

新生物＜腫瘍＞ 循環器系の疾患 腎尿路生殖器系の疾患

筋骨格系及び結合組織の疾患 内分泌、栄養及び代謝疾患

※東京都62区市町村の分布を表したグラフ
本区の位置は緑塗りつぶしで示されている。

・東京都における上位５疾病のうち、本区が都平均を上回っているものは、「新生物＜腫瘍＞」、「循環
器系の疾患」、「腎尿路生殖器系の疾患」である。

出典：東京都提供資料（KDBシステムデータ（R6年度累計）を基に作成） 4



医療費の推移

・総医療費は令和３年度から令和５年度まで横ばい
であったが、令和６年度は減少した。
・一人当たり医療費（医科・入院）は令和４年度以
降増加している。
・一人当たり医療費（医科・外来）は令和５年度ま
で増加したものの、令和６年度で減少に転じた。

出典：KDBシステム「健康スコアリング（医療）」（R6年度累計）、「市町村別データ」（R2年度～R6年度累計）
5

5,762 6,302 5,898 6,102 5,982 

6,883 
7,346 7,539 7,406 6,939 

1,212 
1,301 1,334 1,282 

1,284 3,356 
3,428 3,265 3,285 3,214 

17,213 
18,377 18,036 18,075 17,419 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

令和２年度

66,950人

令和３年度

65,666人

令和４年度

66,625人

令和５年度

65,187人

令和６年度

63,222人

【医療費の推移】

調剤

歯科

外来

入院

（参考）被保険者数

8,657 
9,726 9,289 9,858 9,983 

15,373 
16,611 16,993 17,247 16,914 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

【一人当たり医療費（医科）の推移】

入院

外来

（単位：百万円）

（単位：円）



6

疾病分類別医療費の状況（大分類・上位10疾患）

106,896 

313,827 

377,461 

413,144 

429,408 

480,297 

497,259 

586,084 

1,102,244 

1,110,613 

血液及び造血器の疾患

並びに免疫機構の障害

腎尿路生殖器系の疾患

消化器系の疾患

呼吸器系の疾患

神経系の疾患

損傷、中毒及び

その他の外因の影響

精神及び行動の障害

筋骨格系及び

結合組織の疾患

循環器系の疾患

新生物＜腫瘍＞

（千円）

出典：KDBシステム「疾病別医療費分析（大分類）」（R6年度累計）

疾病名称
被保険者１人当たり

医療費（円）
レセプト１件当たり

医療費（円）

総
医
療
費

・入院医療費は、「新生物＜腫瘍＞」、「循環器系の疾患」、「筋骨格系及び結合組織の疾患」の順で高額となっている。
・レセプト１件当たり医療費は、「先天奇形、変形及び染色体異常」、「血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害」、
「循環器系の疾患」の順で高額となっている。

被
保
険
者
一
人
当
た
り
医
療
費

（円）
519,402 

581,854 

627,655 

659,974 

797,854 

812,686 

827,803 

998,409 

1,287,899 

1,356,022 

皮膚及び皮下組織の

疾患

神経系の疾患

腎尿路生殖器系の疾患

呼吸器系の疾患

新生物＜腫瘍＞

損傷、中毒及び

その他の外因の影響

筋骨格系及び

結合組織の疾患

循環器系の疾患

血液及び造血器の疾患

並びに免疫機構の障害

先天奇形、変形及び

染色体異常

（円）

レ
セ
プ
ト
一
件
当
た
り
医
療
費

疾病名称
被保険者１人当たり

医療費（円）

新生物＜腫瘍＞ 22,666

循環器系の疾患 22,495

筋骨格系及び結合組織
の疾患

11,961

精神及び行動の障害 10,148

損傷、中毒及び
その他の外因の影響

9,802

神経系の疾患 8,764

呼吸器系の疾患 8,432

消化器系の疾患 7,703

腎尿路生殖器系の疾患 6,405

血液及び造血器の疾患
並びに免疫機構の障害

2,182

▼参考

入院



7

疾病分類別医療費の状況（大分類・上位10疾患）

476,430 

505,329 

587,213 

646,885 

787,675 

859,762 

894,970 

1,132,420 

1,152,861 

1,429,691 

神経系の疾患

眼及び付属器の疾患

精神及び行動の障害

消化器系の疾患

筋骨格系及び

結合組織の疾患

呼吸器系の疾患

循環器系の疾患

内分泌、栄養及び

代謝疾患

腎尿路生殖器系の疾患

新生物＜腫瘍＞

（千円）

出典：KDBシステム「疾病別医療費分析（大分類）」（R6年度累計）

総
医
療
費

・外来医療費は、「新生物＜腫瘍＞」、「腎尿路生殖器系の疾患」、「内分泌、栄養及び代謝疾患」の順で高額となっている。
・レセプト１件当たり医療費は、「血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害」、「新生物＜腫瘍＞ 」、「腎尿路生殖器系
の疾患」の順で高額となっている。

被
保
険
者
一
人
当
た
り
医
療
費

レ
セ
プ
ト
一
件
当
た
り
医
療
費

▼参考

疾病名称
被保険者１人当たり

医療費（円）
レセ１件当たり
医療費（円）

疾病名称
被保険者１人当たり

医療費（円）

新生物＜腫瘍＞ 29,178

腎尿路生殖器系の疾患 23,528

内分泌、栄養及び代謝
疾患

23,111

循環器系の疾患 18,265

呼吸器系の疾患 17,547

筋骨格系及び結合組織
の疾患

16,075

消化器系の疾患 13,202

精神及び行動の障害 11,984

眼及び付属器の疾患 10,313

神経系の疾患 9,72322,777 

22,888 

23,960 

24,633 

32,879 

32,960 

41,076 

66,717 

115,755 

298,023 

内分泌、栄養及び

代謝疾患

精神及び行動の障害

消化器系の疾患

神経系の疾患

健康状態に影響を及ぼす

要因及び保健サービス…

感染症及び寄生虫症

先天奇形、変形及び染色

体異常

腎尿路生殖器系の疾患

新生物＜腫瘍＞

血液及び造血器の疾患

並びに免疫機構の障害

（円）

健康状態に影響を及ぼす
要因及び保健サービスの
利用

外来



8

疾病分類別医療費の状況（大分類・上位10疾患）

641,665 

905,838 

1,024,346 

1,084,472 

1,206,549 

1,272,906 

1,373,759 

1,466,689 

1,997,214 

2,540,304 

損傷、中毒及び

その他の外因の影響

神経系の疾患

消化器系の疾患

精神及び行動の障害

内分泌、栄養及び

代謝疾患

呼吸器系の疾患

筋骨格系及び

結合組織の疾患

腎尿路生殖器系の疾患

循環器系の疾患

新生物＜腫瘍＞
（千円）

出典：KDBシステム「疾病別医療費分析（大分類）」（R6年度累計）

総
医
療
費

・入院医療費と外来医療費の合計は、「新生物＜腫瘍＞」、「循環器系の疾患」、「腎尿路生殖器系の疾患」の順で高
額となっている。
・レセプト１件当たり医療費は、「血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害」、「周産期に発生した病態」、「新
生物＜腫瘍＞ 」の順で高額となっている。

被
保
険
者
一
人
当
た
り
医
療
費

レ
セ
プ
ト
一
件
当
た
り
医
療
費

▼参考

疾病名称
被保険者１人当たり

医療費（円）

新生物＜腫瘍＞ 51,844

循環器系の疾患 40,760

腎尿路生殖器系の疾患 29,933

筋骨格系及び結合組織
の疾患

28,036

呼吸器系の疾患 25,978

内分泌、栄養及び代謝
疾患

24,624

精神及び行動の障害 22,133

消化器系の疾患 20,905

神経系の疾患 18,487

損傷、中毒及びその他
の外因の影響

13,09541,539 

45,114 

72,958 

74,175 

81,723 

82,491 

129,032 

184,843 

189,926 

380,183 

循環器系の疾患

神経系の疾患

損傷、中毒及び

その他の外因の影響

妊娠、分娩及び産じょく

健康状態に影響を及ぼす

要因及び…

腎尿路生殖器系の疾患

先天奇形、変形及び

染色体異常

新生物＜腫瘍＞

周産期に発生した病態

血液及び造血器の疾患

並びに免疫機構の障害

（円）

健康状態に影響を及ぼす
要因及び保健サービスの
利用

入院 外来



・０～39歳、40～49歳、50～59歳において、男女ともに「統合失調症」の入院医療費が高額となっている。

・男性（50～59歳）の入院医療費は、「慢性腎臓病（透析あり）」が最も高額となっている。

出典： KDBシステム「医療費分析（１）最小分類」（R６年度累計）

疾病分類別医療費の状況（細小分類・上位１０疾患）

9

０～39歳 40～49歳 50～59歳

8,389 

10,078 

12,182 

16,143 

74,213 

貧血

うつ病

脳梗塞

統合失調症

小児科

8,179 

8,303 

9,576 

16,120 

34,047 

乳がん

パーキンソン

病

子宮筋腫

クモ膜下出血

統合失調症

女
性

10,745 

11,305 

11,574 

14,531 

49,741 

肺がん

脳出血

関節疾患

骨折

統合失調症

3,460 

3,749 

12,484 

16,765 

40,270 

脳梗塞

白血病

統合失調症

骨折

小児科

男
性

25,807 

26,342 

27,366 

34,768 

38,984 

骨折

脳梗塞

不整脈

統合失調症

慢性腎臓病

（透析あり）

7,712 

8,619 

15,767 

31,239 

33,344 

狭心症

気管支喘息

脳梗塞

統合失調症

骨折

（千円）

入院



・男性（60～69歳、70～74歳）の入院医療費は、「不整脈」、「慢性腎臓病（透析あり）」、「脳梗塞」の順で高額と
なっている。

・女性の入院医療費のうち、「関節疾患」が年齢層が高くなるにつれて高額となっている。

出典： KDBシステム「医療費分析（１）最小分類」（R６年度累計）

疾病分類別医療費の状況（細小分類・上位１０疾患）

10

60～69歳 70～74歳 年齢計

22,354 

23,268 

25,089 

37,352 

56,757 

骨折

白血病

乳がん

関節疾患

統合失調症

25,559 

33,918 

40,307 

70,235 

80,786 

骨粗しょう症

肺がん

不整脈

骨折

関節疾患

女
性

64,166 

74,213 

110,735 

133,163 

170,595 

不整脈

小児科

骨折

関節疾患

統合失調症

41,839 

43,765 

48,246 

49,832 

66,597 

狭心症

骨折

脳梗塞

慢性腎臓病（透

析あり）

不整脈

男
性

105,737 

144,814 

151,086 

165,033 

193,426 

統合失調症

脳梗塞

慢性腎臓病

（透析あり）

骨折

不整脈

46,629 

48,886 

50,999 

56,226 

96,310 

大腸がん

肺がん

脳梗塞

慢性腎臓病

（透析あり）

不整脈

（千円）

入院



・男性（40～49歳、50～59歳）の外来医療費は「慢性腎臓病（透析あり）」が最も高額となっているが、女性（40
～49歳）では「うつ病」、女性（50～59歳）では「乳がん」が最も高額となっている。

・40～49歳、50～59歳では、男性の外来医療費の方が高額となる傾向にある。

出典： KDBシステム「医療費分析（１）最小分類」（R６年度累計）

疾病分類別医療費の状況（細小分類・上位１０疾患）

11

０～39歳 40～49歳 50～59歳

18,804 

19,410 

23,386 

48,324 

134,848 

統合失調症

気管支喘息

貧血

うつ病

小児科

15,623 

16,599 

17,100 

17,920 

25,322 

関節疾患

統合失調症

乳がん

気管支喘息

うつ病

女
性

32,090 

33,713 

37,881 

41,382 

72,334 

うつ病

糖尿病

慢性腎臓病

（透析あり）

関節疾患

乳がん

11,494 

14,286 

15,099 

27,831 

128,135 

統合失調症

クローン病

気管支喘息

うつ病

小児科

男
性

23,097 

23,598 

40,347 

79,213 

151,620 

うつ病

統合失調症

高血圧症

糖尿病

慢性腎臓病

（透析あり）

13,566 

17,338 

23,724 

24,390 

33,999 

気管支喘息

うつ病

統合失調症

糖尿病

慢性腎臓病

（透析あり）

（千円）

外来



・男性は60～69歳、70～74歳においても、「慢性腎臓病（透析あり）」の外来医療費が最も高額となっている。

・女性の外来医療費のうち「関節疾患」は、60～69歳では第２位、70～74歳では最も高額となっている。

・年齢計をみると、男女ともに「糖尿病」、「高血圧症」の外来医療費が高額となっている。

出典： KDBシステム「医療費分析（１）最小分類」（R６年度累計）

疾病分類別医療費の状況（細小分類・上位１０疾患）
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60～69歳 70～74歳 年齢計

64,130 

70,127 

72,496 

82,125 

92,734 

高血圧症

脂質異常症

糖尿病

関節疾患

乳がん

76,736 

82,093 

96,097 

97,845 

109,077 

脂質異常症

高血圧症

骨粗しょう症

糖尿病

関節疾患

女
性

171,552 

173,497 

221,514 

255,134 

273,040 

脂質異常症

高血圧症

糖尿病

関節疾患

乳がん

40,993 

49,781 

72,727 

141,370 

198,987 

不整脈

前立腺がん

高血圧症

糖尿病

慢性腎臓病

（透析あり）

男
性

120,629 

128,135 

198,554 

389,354 

572,363 

不整脈

小児科

高血圧症

糖尿病

慢性腎臓病

（透析あり）

61,113 

61,343 

73,047 

137,622 

181,788 

肺がん

前立腺がん

高血圧症

糖尿病

慢性腎臓病

（透析あり）

（千円）

外来



・40～49歳の入院医療費と外来医療費の合計は、男女ともに「統合失調症」が最も高額となっている。

・「慢性腎臓病（透析あり）」、「糖尿病」に係る入院医療費と外来医療費の合計は、女性（50～59歳）ではそれぞれ第
４位、第５位であるのに対し、男性（50～59歳）ではそれぞれ第１位、第２位となっている。

出典： KDBシステム「医療費分析（１）最小分類」（R６年度累計）

疾病分類別医療費の状況（細小分類・上位１０疾患）
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０～39歳 40～49歳 50～59歳

21,981 

31,775 

34,947 

58,403 

209,061 

気管支喘息

貧血

統合失調症

うつ病

小児科

16,206 

18,683 

25,279 

30,338 

50,646 

クモ膜下出血

気管支喘息

乳がん

うつ病

統合失調症

女
性

37,260 

41,193 

52,956 

78,620 

83,003 

糖尿病

慢性腎臓病

（透析あり）

関節疾患

統合失調症

乳がん

15,302 

21,000 

23,978 

28,457 

168,405 

気管支喘息

骨折

統合失調症

うつ病

小児科

男
性

40,787 

42,420 

58,366 

81,756 

190,605 

高血圧症

不整脈

統合失調症

糖尿病

慢性腎臓病

（透析あり）

22,184 

25,874 

35,028 

40,041 

54,962 

気管支喘息

糖尿病

骨折

慢性腎臓病

（透析あり）

統合失調症

入院 外来



・女性（60～69歳、70～74歳）は、「関節疾患」が最も高額であるのに対し、男性（60～69歳、70～74歳）は「慢性腎
臓病（透析あり）」が最も高額となっている。

・年齢計でみると、女性は「関節疾患」、「乳がん」、「統合失調症」の順で高額となっており、男性は「慢性腎臓病
（透析あり）」、「糖尿病」、「不整脈」の順で高額となっている。

出典： KDBシステム「医療費分析（１）最小分類」（R６年度累計） 14

60～69歳 70～74歳 年齢計

71,606 

73,351 

74,540 

117,822 

119,477 

脂質異常症

統合失調症

糖尿病

乳がん

関節疾患

89,661 

95,786 

100,981 

121,657 

189,863 

乳がん

肺がん

糖尿病

骨粗しょう症

関節疾患

女
性

209,061 

232,573 

258,126 

332,227 

388,297 

小児科

糖尿病

統合失調症

乳がん

関節疾患

69,739 

73,267 

107,590 

156,928 

248,819 

前立腺がん

高血圧症

不整脈

糖尿病

慢性腎臓病

（透析あり）

男
性

190,862 

202,091 

314,055 

414,729 

723,448 

統合失調症

高血圧症

不整脈

糖尿病

慢性腎臓病

（透析あり）

86,632 

109,999 

142,462 

156,356 

238,014 

前立腺がん

肺がん

糖尿病

不整脈

慢性腎臓病

（透析あり）

疾病分類別医療費の状況（細小分類・上位１０疾患） 入院 外来



第３期墨田区国民健康保険データヘルス

計画（令和６年度～令和１１年度）

進捗状況

15
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第３期データヘルス計画について

・墨田区国保被保険者の健康・医療情報等を分析した結果から、生活習慣病の各階層でめざすべき姿を踏まえて健康課題
をまとめ、本計画の目的を定めている。

課題① 生活習慣の改善

課題② 特定健康診査・特定保健指導の推進

課題③ 生活習慣病発症予防・重症化予防【重点課題】

課題④ ハイリスク者への取組

課題⑤ 生活習慣病による死亡・医療費増の抑制

課題⑥ 介護予防の観点からの取組

課題⑦ 適正受診・適正服薬の推進

▼健康課題▼生活習慣病の各階層におけるめざすべき姿

被保険者の健康の保持増進及び生活の質（QOL）の維持・向上を図る

目的



・ベースラインと比較して、「高血圧症の有病率」、「HbA1c8.0％以上の者の割合」、「メタボ該当者割合」、「喫
煙」、「平均自立期間（要支援・要介護）」の項目は数値が改善しているものの、依然として都平均よりも良くない状況
である。

17

第３期データヘルス計画全体の指標における実績（令和６年度）

計画全体の目標 計画全体の評価指標 指標の定義
ベースライン 実績（区） 実績（都） 目標値

令和４年度 令和６年度 令和８年度

ⅰ

生活習慣病の発
症・重症化を予
防する。

高血圧症の有病率 高血圧症の有病者割合 36.3％ 35.4％ 33.2％ 35.0％

ⅱ
HbA1c8.0％以上の者
の割合

特定健康診査受診者でHbA1cの検査結果がある
者のうち、HbA1c8.0％以上の者の割合

1.5％ 1.4％ - 1.4％

ⅲ メタボ該当者割合 特定健康診査受診者のうちメタボ該当者の割合 23.0％ 22.8％ 19.5％ 22.0％

ⅳ

生活習慣を改善
する。

栄養・食生活
特定健康診査受診者のうち朝食を抜くことが週
３回以上ある者の割合

17.4％ 18.7％ 15.2％ 15.0％

ⅴ 身体活動・運動
特定健康診査受診者のうち１日１時間以上身体
活動を実施していない者の割合

- 38.2％ 44.9％ -

ⅵ 飲酒
特定健康診査受診者のうち飲酒日の１日当たり
飲酒量が男性２合以上、女性１合以上の者の割
合

24.6％ 27.4％ 25.7％ 22.0％

ⅶ 喫煙 特定健康診査受診者のうち喫煙習慣有の割合 18.1％ 17.7％ 13.9％ 15.0％

ⅷ
平均自立期間を
延伸する。

平均自立期間（要支
援・要介護）

KDB帳票「地域の全体像の把握」の値
男：77.4年
女：81.0年

男：78.1年
女：81.1年

男：78.3年
女：81.1年

-

ⅸ
医療費を適正化
する。

（参考）
被保険者一人当たり
医療費

KDB帳票「地域の全体像の把握」の値 318,703円 329,249円 320,030円 -
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第３期データヘルス計画の個別事業における実績（令和６年度）①

個別保健事業 項目 評価指標
ベースライン
（R4実績）

令和６年度
単年度評価内容

目標 実績

特定健康診査

【内容】
糖尿病等の生活習慣病の発症や重
症化を予防するため、メタボに着
目した健康診査を実施
（新たな取組）
人工知能（AI）の活用による受診
率向上の取組

ア
ウ
ト
カ
ム
指
標

メタボ該当者
割合

23.0％ - 22.8％

【良かった点】
・AIを活用した受診勧奨方法を導入し、受
診率の向上に効果があった。
【うまくいかなかった点】
・2年連続の猛暑により、真夏の受診が伸
びなかった。

（参考）生活
習慣の改善意
欲がある者の
割合

- - 74.3％

ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
指

標
特定健康診査
受診率

47.5％ 50.0％ 49.3％

特定保健指導【重点事業】

【内容】
主に内臓脂肪の蓄積に着目し、特
定健康診査の結果から、階層化さ
れた対象者に対し、個別の保健指
導を実施
（新たな取組）
オンラインでの初回面接の推進、
アプリケーション等を活用した情
報提供やセルフモニタリングの記
録管理

ア
ウ
ト
カ
ム

指
標

特定保健指導
による特定保
健指導対象者
の減少率

26.7％ - 26.4％ 【良かった点】
・土日や平日夜間など幅広い対象者が参加
しやすい時間設定や、区内複数会場におけ
る実施など、多様な対面面談の機会を設け
た。
【うまくいかなかった点】
・ICT面談の実施件数が伸びなかった。
・実施率が改善しておらず、案内の文面に
よる対象者の参加に向けた意識づけが十分
ではない。

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標

特定保健指導
実施率

13.1％ 25.0％ 10.1％
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第３期データヘルス計画の個別事業における実績（令和６年度）②

個別保健事業 項目 評価指標
ベースライン
（R4実績）

令和６年度
単年度評価内容

目標 実績

生活習慣病ハイリスク者
受診勧奨

【内容】
生活習慣病や慢性腎臓病の発症が
疑われる者を医療に結び付けるこ
とで、疾病の重症化を防ぐ。
※血圧・血糖・脂質異常に関する
服薬中の者を除く。

ア
ウ
ト
カ
ム
指
標

勧奨対象者の医
療機関受診率

42.7％ - 48.9％
【良かった点】
・疾病等の説明を通知文に同封し、対象者の
関心を高めるよう案内の工夫を行った。
・通知文に受診しているかを問うアンケート
を同封し、アンケート回答がない対象者につ
いては再度の通知を行い、繰り返し受診勧奨
を行った。
【うまくいかなかった点】
・自覚症状がない等により、対象者が受診の
必要性を感じていない場合が見られる。

受診勧奨対象者
割合

4.8％ - 4.3％

ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
指

標
受診勧奨対象者
に勧奨した割合

100.0％ 100.0％ 100.0％

糖尿病重症化予防事業
【重点事業】

【内容】
糖尿病や糖尿病性腎症で通院する
被保険者に対して生活習慣病の改
善を促す保健指導を実施

ア
ウ
ト
カ
ム

指
標

検査値の改善・
維持の割合

70.0％
（R3実績）

-
86.0％

（R5実績）

【良かった点】
・事業参加者の検査値が7人中6人（86％）が
維持、改善された。
・面談方法を対面、電話のほかにオンライン
での面談を実施し、指導実施しやすい環境を
整えた。
【うまくいかなかった点】
・医師会会員医療機関からの推薦者が0人で
あり、医療機関との連携強化が必要な結果と
なった。
・事業の参加者が7名しかおらず、募集方法
等の見直し等の検討が必要な結果となった。
・6か月にわたる長期的な指導を実施したた
めか、途中離脱者（1名）が出てしまった。

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標

事業参加率 5.0％
（8/155名）

-
5.0％

（8/161名）
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第３期データヘルス計画の個別事業における実績（令和６年度）③

個別保健事業 項目 評価指標
ベースライン
（R4実績）

令和６年度
単年度評価内容

目標 実績

生活習慣病予防のための
保健指導【重点事業】

【内容】
特定保健指導の対象にはならない
ものの、生活習慣病の発症リスク
が高い被保険者に対して個別の保
健指導を実施し、生活習慣病の発
症予防につなげる。
※血圧・血糖・脂質異常に関して
服薬中の者を除く。

ア
ウ
ト
カ
ム

指
標

対象者の減少率
（対象者の割合）

6.2％ - 7.7％
【良かった点】
・特定保健指導と同様に、対面面談について
複数の会場や日時設定を行った。
【うまくいかなかった点】
・特定保健指導と同様に実施率が改善してお
らず、保健指導参加への対象者の意識づけが
不十分であった。

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標

非肥満の保健指
導実施率 9.7％

- 7.9％

ジェネリック医薬品利用
差額通知

【内容】
先発医薬品からジェネリック医薬
品へ切り替えることにより、薬価
の自己負担額が一定額以上軽減で
きる可能性がある者に対して、利
用差額通知を送付することで、
ジェネリック医薬品の使用を促進
し、被保険者の負担軽減と医療費
適正化へつなげる。

ア
ウ
ト
カ
ム

指
標

使用割合 76.8％ - 85.5％

【良かった点】
・ジェネリック差額通知の送付対象に精神疾
患を加えた。
【うまくいかなかった点】
・令和６年１０月から後発医薬品のある先発
医薬品（長期収載品）の選定療養が始まった
ことでジェネリック医薬品の使用割合が、令
和６年３月と比較して令和７年３月は７％増
加し、差額通知による切替の余地が減少した。
・ジェネリック医薬品の慢性的な品不足によ
り、ジェネリック医薬品を使用したくとも使
用できない場合が発生している。
・通知の文面が無機質であることから、通知
を読んでも切り替えようという気が起きない
のではないかとの意見があった。

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標

切替率 15.8％ - 27.0％
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第３期データヘルス計画の個別事業における実績（令和６年度）④

個別保健事業 項目 評価指標
ベースライン
（R4実績）

令和６年度
単年度評価内容

目標 実績

重複・頻回受診者指導

【内容】
重複・頻回受診がある被保険者に
対し、医療専門職による訪問相
談・指導により適正受診を働きか
け、被保険者の負担軽減と医療費
適正化につなげる。
※がん、難病等の治療中である者
を除く。

ア
ウ
ト
カ
ム

指
標

受診状況の改善
率

87.5％ - 88.5％ 【良かった点】
・受診状況の改善率について、前年度から若
干の向上が見られた。
【うまくいかなかった点】
・保健指導参加者が2名にとどまった。
・保健指導参加者の医療費削減効果が見られ
なかった。

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

指
標

事業参加率 8.0％ - 5.0％

重複・多剤服薬者指導

【内容】
重複・多剤服薬がある被保険者に
対し、医療専門職による訪問相
談・指導により適正服薬を働きか
け、被保険者の負担軽減と医療費
適正化につなげる。
※がん、難病等の治療中である者
を除く。

ア
ウ
ト
カ
ム

指
標

改善率 83.3％ - 100.0％

【良かった点】
・保健指導参加者全員の受診行動の改善が見
られた。
【うまくいかなかった点】
・保健指導参加者が4名にとどまった。
・かかりつけ薬局とかかりつけ医療機関の連
携がとれず、書類上のやり取りで遅れが生じ
た。
・対象者抽出で漏れが生じ、案内通知の送付
を2回送付することとなり、保健指導に遅れ
が生じた。

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指

標 事業参加率 2.0％ - 2.5％
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